
 

 
保護者の皆様  

重要 掲示しておいてください 

広島市立南観音小学校 
校 長 須賀 卓也 

非常災害時(台風・大雨洪水等)に伴う対応について 

1 登校前の対応 

(1)台風以外の場合 

 

  
 

午前６時時点で広島県南部に「暴風」「大雨」「洪水」「大雪」警報 のいずれか一つでも出ている場合（台風以外の場合）

① 午前７時時点で、警報が解除された場合→安全に気をつけて登校 
② 午前７時時点で、警報が解除されない場合→自宅待機 

     A：午前１０時までに、警報が解除された場合→１０時３０分から１０時５０分の間に登校する。（３校時から授業とす

る｡） 
     B：午前１０時の時点で、警報が解除されない場合→休校とする。（保護者への緊急連絡はしない) 

 
 
 
 

※ その他、気象情報により学校長が判断し、「○○時までに登校する。」などのメールや緊急連絡網を流すことがありま

す。メール・緊急連絡網の内容に準じて登校してください。その場合は７時３０分に発信します。 

※ メール・緊急連絡網がこない場合は、上記の①・②の内容に準じて登校させてください。 
 
(2)台風接近の場合 

 
 
     

台風接近による「暴風」「大雨」「洪水」警報が出ている場合 

※ 以下の、『広島市教育委員会通達 学校防災マニュアル』に従います。 
 
     広島市教育委員会通達「学校防災マニュアル」より 

午前６時の時点で、暴風雨警報・大雨警報・洪水警報が一つでも出ていたら、自宅待機とします。午前７時の時点で警

報が解除されていない場合は、休校とします。翌日の授業は時間割通りとします。保護者への緊急連絡はしない。 

 
 
 

２ 登校後の対応(登録メール、緊急連絡網使用) 

(1) 風、雨、雪が強まると予想される場合→早めに授業を切り上げて下校 

(2) 急に風、雨、雪が強まり下校が危険な場合→学校待機 

３ 下校時の対応 

(1) 教師の指導による学年一斉下校 

(2) 教師の指導による集団下校 

(3) 安全確認できるまで学校に待機(登録メール、緊急連絡網使用) 

(4) 保護者に学校まで迎えに来ていただく。(登録メール、緊急連絡網使用) 

４ その他の緊急時の対応 

※ 登録メール、緊急連絡網使用 

※ 事件、事故発生などの場合も災害時と同様に対応します。 
５ 保護者の緊急連絡について 

(1) 緊急連絡は、各学級の緊急連絡網により、○印つきの長子及びクラス理事に回す。 

(2) 連絡を回しているときに、不在の家庭があれば、次の家庭に回す。その後は、 断続的に電話をかけ、かからないときには、

その旨をクラス理事へ連絡する。 

(3) 連絡網の長子最後の人は、クラス理事に連絡の完了を伝える。 

(4) 各学級緊急連絡網前後のご家庭とは、確実に連絡ができるようにしておく。 

(5) 伝言は回っているうちに内容が変わっていくことがあるので、それを防ぐために、例えば、『緊急１』の場合には、「『緊急

１』の連絡です。」と言ってから、内容を伝える。 

 
『緊急１』… ○○○により、これから一斉下校をします。児童の安全管理をお願いします。 

『緊急２』… ○○○により、児童は小学校で待機します。保護者は、学校まで迎えに来てください。 

『緊急３』… 明日は、○○○により、『 １ 登校前の対応 』をしてください。 

『緊急４』… ○○○により、○○○とします。……… 

 
①『緊急１』のケースの場合、情報を収集し状況を把握したうえで、一斉下校をする。 
②『緊急２』学校待機のときは、保護者、または、それに代わる方の迎えが必要。尚、留守家庭子ども会児童は、児童館留守

家庭子ども会あずかりとする。（閉館中の場合は、学校待機とする。） 
※ 緊急連絡がまわってきたら、すぐにメモの用意をしましょう。 
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                          午前６時の時点で次の警報のいずれか1つでも発令されている場合 
[暴風警報・大雨警報・洪水警報・大雪警報]  

 
 自 宅 待 機

  
 

午前７時の時点で警報が解除さ
れていない場合 

午前７時の時点で警報が解除さ
れている場合 

 
 
 
 自 宅 待 機 気をつけて登校させる 
 

 

 
①午前 10 時の時点で警報が解除
されない場合 

②午前10時までに警報が解除さ
れた場合 

 
 
 
 

臨 時 休 校 
保護者への連絡はしない 

10時25分～10時45分の間に登
校（3校時から授業）  

 
 

※ その他、気象情報により学校長が判断し、「○○時までに登校する。」などのメールや緊急連絡網を流すこと
があります。メール・緊急連絡網の内容に準じて登校してください。その場合は７時３０分に発信します。 

※ メール・緊急連絡網がこない場合は、上記の①・②の内容に準じて登校させてください。 

 
 
 
 
 
 
                
 
           

台風接近の場合 

  午前６時の時点で次の警報のいずれか１つでも発令されている場合 
[暴風警報・大雨警報・洪水警報]  

 
                          
 自 宅 待 機
 
 
 

午前７時の時点で警報が解除さ
れていない場合 

午前７時の時点で警報が解除さ
れている場合 

  
 
 
 
 臨 時 休 校 気をつけて登校させる 

 

広島市教育委員会通達「学校防災マニュアル」より 

 


